
（参考）報告項目一覧

⚫報告基準日

✓原則として、毎年１月１日時点の体制や状況について報告をお願いします。

✓実績に関する報告事項は、直近１年分（前年１月１日から12月31日）が報告対象ですが、診療報酬に関
する報告は、前年度４月から３月までの１年度分の実績(合計値)が報告対象となります。

✓その他、報告項目の説明事項に別途定めがある場合はその内容によって入力をお願いします。

⚫NDBプレプリント項目
✓診療報酬に関する報告事項に関しては、前年度4月診療分から3月診療分の電子レセプトによる診療報酬請

求がある医療機関では、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）からの集計結果をあらかじめ反映

（プレプリント）しているため、確認の上必要に応じて修正を行ってください。

✓プレプリントがない場合は、入力が必要となります。

⚫その他

✓報告期間中に新規開設された医療機関については次年度から報告対象となります。

✓報告された内容は医療情報ネット「ナビイ」において公表されます。

留意事項

• 「（参考）報告項目一覧」では、かかりつけ医機能報告でご報告いただく報告項目の一覧及びその具体的な内
容について解説しています。

• 報告項目全体に係る留意事項は下記のとおりです。
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